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ラオスにおける観光関連事業について 

2022 年 11 月 16 日 

One Asia Lawyers ラオス事務所 

1. 背景 

 

ラオスは、過去にニューヨーク・タイムズの「世界で一番行きたい国」の第

1 位に選ばれたことがあります。また、米ナショナルジオグラフィックによ

ると、「2023 年に訪れるべき 25 の目的地」の一つに選出され、コロナ後に

おいても、世界から注目されており、観光産業の復興に期待されます。 

 

今回、情報文化観光省は、2013 年に発行された「観光法」より以前の 1993 年に発行した「観光

に関する事業の設立と活動に関する合意」を約 30 年ぶりに改正し、2022 年 9 月 30 日付けで

「観光業に関する情報文化観光大臣の合意（No.607 ）」を発行しました。 

ラオスの観光産業は、分野によっては、ラオス国籍者にしか許可されない事業もあり、留意する

必要があります。会社設立、事業許可書の取得方法、登録資本金など、観光業を行うための基本

的な情報を解説いたします。 

２．観光事業者に対する免税恩典（第９条） 

ラオス国内で調達できないもので、事業に必要な機材等を輸入する場合は、関連する法令に従い、

関税や税金が免税となる場合があります。 

３． 外資規制（第 11 条） 

次の事業に関しては、ラオス国籍者のために保護されているため、外国人は参入することができ

ませんので、留意する必要があります。 

１)   外国人のラオス国内旅行を取り扱う事業（インバウンド事業） 

２)   特定の地域（Specific Area）を取り扱う事業 

特定の地域については、同合意の第 16 条に「旅行業者が属している郡や都市にある特定の地域

の観光地において、国内外の旅行者へサービスを提供する事業」との記載があるのみで、具体的

に観光地が指定されているわけではありません。 

４．会社設立及び事業許可証の取得 

観光関連事業を行うものは、商工省（局）にて会社の登記を行います。その後、情報文化観光省

の管轄下にあるワンストップサービスにて、事業許可証を取得する流れとなります。 
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（１）登録資本金 

登録資本金は、取り扱う事業の種類によって以下の通り分類されています。条件を満たせば、例

えば、③の会社の形態を①へ移行して事業を拡大することは可能です（第 36 条）。 

①インバウンド及びアウトバウンドの両方を扱う旅行会社：15 億キープ以上 

②旅行代理店：10 億キープ以上 

③ラオス国内旅行を扱う旅行会社：5 億キープ以上 

④特定の地域（Specific Area）を取り扱う旅行会社：１億キープ以上 

外国の個人、法人の場合は、登録資本金総額の少なくても 30％以上のキープを保証金（Deposit 

Money）としてラオス国内の商業銀行へ預ける必要があります（第 28 条 8 項）。 

特にインバウンド/アウトバウンドの両方を扱う事業者及び旅行代理店は、年間４回（１か月、

３か月、６か月、１年）、旅行者の情報、サービスの提供内容、収益等を関連省庁へ報告する義

務があります。 

なお、理由なく、１年以上、事業活動を行っていない事業者は、閉鎖させられる場合があります

（第 37 条３項）。 

（２）事業許可証の取得 

商工省（局）で企業登録を行ったあと、情報文化観光省管轄下の最寄りのワンストップサービス

にて、事業許可証の取得手続きを行います。事業許可の取得に必要な書類は以下の通りです（第

29 条）。 

①事業許可証申請書 

②旅行事業管理局所定の申請書 

③企業登録書の写し 

④企業登録申請書一式の写し 

⑤事業主の顔写真 

上記に記載の必要書類を揃えて情報文化観光省管轄下の最寄りのワンストップサービス（以下、

観光管理局）へ提出します。観光管理局は、関連する各機関と共同で書類を精査、会社の事務所

を視察した後、完全に揃った申請書類を受理後、７営業日以内に事業許可証を発行します。事業

許可証は、有効期限はありませんが、発行日から２年後に事業継続許可を取得する必要があり、
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その後２年ごとに事業継続許可を行います。事業継続許可に必要な書類は第 29 条に規定されて

いますが、納税証明書の写しなどが必要となります。 

以 上 

〈注記〉 

本資料に関し、以下の点ご了解ください。 

・今後の政府発表や解釈の明確化にともない、本資料は変更となる可能性がございます。 

・本資料の使用によって生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。 

One Asia Lawyers は、日本のクライアントにシームレスで包括的な法的アドバイスを提供す

るために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。私たちは、ASEAN 各国の非常

に複雑で膨大な法律に関するスペシャリストです。日本だけでなく ASEAN 各国にメンバーファ

ームがあり、この地域全体でアクセスしやすく、効率的なサービスを提供しています。 

   One Asia Lawyers ラオス事務所においては、常駐日本人専門家 1 名を含む合計 6 名の体制で対

応を行っております。コーポレート、労務、倒産、訴訟等、現地に根付いたサービスを提供して

おります。各種フォーマットの提供や動画配信（例えば、「ラオスにおける解雇規制とその留意

点」等）を行っております。 

本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。 

yuto.yabumoto@oneasia.legal（藪本 雄登） 

satomi.uchino@oneasia.legal （内野 里美） 

 

藪本 雄登 One Asia Lawyers メコン地域統括  

One Asia Lawyers の前身となる JBL Mekong グループを 2011 年に設立。メコン地域流域諸

国を統括。カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー、ベトナムで数年間の駐在・実務経験を

有し、タイや CLMV の各国につき、現地弁護士と協働して各種法律調査や進出日系企業に対する各種サポー

トを行う。 

 

内野 里美 弁護士法人 One Asia ラオス事務所     

2016 年より One Asia Lawyers ラオス事務所に駐在。ラオス国内で 15 年以上の実務経験

を有する。ラオス語を駆使し、現地弁護士と協働して各種法律調査や進出日系企業に対して各

種サポートを行う。 
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